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仁井田区（新）
添田 常吉さん

鏡田区（新）
栁沼 英夫さん

高久田区（再）
渡辺 定己さん

豊郷区（新）
藤島 貴弘さん

鏡石２区（再）
竹内 陽さん

鏡石４区（再）
廣瀬 　茂さん

旭町区（再）
佐藤 壽惠さん

笠石区（新）
小貫 豊彦さん

久来石区（新）
古川 一夫さん

さかい区（再）
圓谷 信行さん

鏡石３区（再）
鈴木 勝三さん

成田区（新）
鵜沼 宏則さん

鏡石１区（再）
長田 守弘さん

鏡
石
町
の
区
長
委
嘱
状
交
付

式
・
退
任
区
長
感
謝
状
贈
呈
式
が

４
月
12
日
㈮
、
町
役
場
で
行
わ
れ

ま
し
た
。
各
行
政
区
長
の
皆
様
に

は
、
町
と
地
域
の
太
い
パ
イ
プ
役

と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

式
で
は
、
今
回
退
任
と
な
っ
た

久
来
石
区
の
鈴
木
寿
久
さ
ん
、
笠

石
区
の
小
林
政
次
さ
ん
、
仁
井
田

区
民
区
民
とと
行
政
行
政
を
つ
な
ぐ

を
つ
な
ぐ
パ
イ
プ
役

パ
イ
プ
役

地
域
地
域
のの
行
政
区
長

行
政
区
長
がが
決
定
！

決
定
！

区
の
角
田
辰
吉
さ
ん
、
鏡
田
区
の

栁
沼
一
良
さ
ん
、
成
田
区
の
吉
田

洋
一
さ
ん
、
豊
郷
区
の
大
塚
光
法

さ
ん
の
６
名
に
木
賊
正
男
町
長

か
ら
感
謝
状
が
贈
呈
さ
れ
、
続
い

て
令
和
６
年
度
の
各
行
政
区
長

へ
委
嘱
状
が
交
付
さ
れ
ま
し
た
。

式
で
は
、
木
賊
町
長
が
「
退
任

さ
れ
る
区
長
さ
ん
に
は
、
行
政
区

と
の
太
い
パ
イ
プ
役
と
し
て
大

変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
新
区

長
の
皆
さ
ん
に
は
、
と
も
に
新
し

い
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
支
援

に
つ
い
て
ご
協
力
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。」
と
挨
拶
し
ま
し
た
。

ま
た
、
町
社
会
福
祉
協
議
会
推

進
協
力
員
な
ど
の
委
嘱
状
も
併

せ
て
交
付
さ
れ
、
区
長
協
議
会
の

役
員
が
次
の
と
お
り
選
出
さ
れ

ま
し
た
。

（
敬
称
略
）

会
　
長　
佐
藤　

壽
惠
（
旭
町
区
）

副
会
長　
圓
谷　

信
行
（
さ
か
い
区
）

会
　
計　
竹
内　
　

陽
（
鏡
石
２
区
）

監
　
事　
鈴
木　

勝
三
（
鏡
石
３
区
）

　
　
　
　

渡
辺　

定
己
（
高
久
田
区
）

任 期

令和６年４月１日～

令和７年３月31日

木
賊
町
長
か
ら
委
嘱
状
を
受
け
る

鏡
石
３
区
鈴
木
区
長
（
右
）　

昨
年
度
の
町
づ
く
り
意
見
交

換
会
で
多
く
の
要
望
が
出
さ
れ

て
い
た
交
通
弱
者
対
策
と
し
て
、

運
転
免
許
証
を
自
主
返
納
し
た

70
歳
以
上
の
方
に
、
タ
ク
シ
ー
利

用
券
５
０
０
０
円
分
を
継
続
し

て
交
付
す
る
事
業
が
新
し
く
始

ま
り
ま
し
た
。

　

こ
の
制
度
は
、
運
転
免
許
返
納

者
の
利
便
性
確
保
と
交
通
事
故

未
然
防
止
を
目
的
に
、
支
援
制
度

を
通
し
て
安
心
安
全
な
交
通
社

会
の
実
現
を
目
指
す
も
の
で
す
。

　

昨
年
度
ま
で
も
運
転
免
許
証

　木賊正男町長（町交通対策協議会会長）は４月 11
日㈭、川上敦須賀川警察署長に交通安全施設等の整備
について要望書を提出しました。
　この要望書は、町民のみなさんから行政区を通して
いただいた要望をまとめたもので、横断歩道の設置４
件、信号機の設置２件のほか、一時停止標識の設置な
どを要望するものです。
　木賊町長は、「この要望は、地区住民からのものでも
あり、安心・安全で快適に暮らせるまちづくりのため
に必要不可欠ですので、ぜひ対応いただきたい。」と話
し、要望書を受け取った川上署長は、「少しずつではあ
るが、設置について前向きに検討していきたい。」と答
えました。要望書を提出する木賊町長（左）

運転免許証自主返納者のため
継続的な支援制度がスタート

の
自
主
返
納
時
に
１
回
の
み
タ

ク
シ
ー
利
用
券
等
を
交
付
し
て

い
ま
し
た
が
、
今
年
度
か
ら
は
新

た
に
、
タ
ク
シ
ー
利
用
券
等
が
交

付
さ
れ
た
次
年
度
以
降
も
継
続

し
て
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　

自
動
車
の
運
転
に
不
安
を
感

じ
て
い
る
方
や
、
運
転
免
許
証
の

返
納
を
検
討
さ
れ
て
い
る
方
は
、

こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
制
度
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
町
総
務
課
ま
で
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
。

◆申請手続き
①運転免許証を返納した際に交付される運転免許の
取消通知書又は運転経歴証明書を町総務課に持参
　する。
②申請書を記入し、提出する。
※交付が決定されると、後日郵送でタクシー利用券
　が自宅に届きます。
※利用券を使用できるのは、以下のタクシー会社に
　限ります。

●問い合わせ先
　総務課　☎ 62-2111

鏡石タクシー 0248-62-3141
須賀川タクシー 0248-75-3135
岩瀬タクシー 0248-75-3535
共栄タクシー 0248-75-3811

マルイチ牡丹タクシー 0248-75-2020
須賀川観光タクシー 0248-75-5151
矢吹タクシー 0248-42-4133
オールスター観光
須賀川営業所 0248-79-1520

介護タクシーはじめ 0248-53-5039
介護タクシーハレノヒ 0248-94-7574

※制度の詳細や、申請書について
　は、右のQRコードからアクセ
　スできます。

須賀川警察署に要望書提出「より安全な町になるように」

継続的な支援が受けら
れるようになったモ～

高齢交通弱者対策事業


